
       議     案     目     次 

 

第５５号議案 教育委員会の教育長の任命について 

第５６号議案 令和６年度長崎市一般会計補正予算（第１号） 

 第５７号議案 令和６年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

 第５８号議案 令和６年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（

第１号） 

第５９号議案 令和６年３月３１日以前に給与事由の生じた退隠料等の年

額の改定に関する条例 

第６０号議案 長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する

条例 

第６１号議案 長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例及び長崎市

債権管理条例の一部を改正する条例 

第６２号議案 長崎市民会館条例の一部を改正する条例 

第６３号議案 長崎県後期高齢者医療広域連合の規約の変更に関する協議

について 

第６４号議案 訴えの提起について 

第６５号議案 財産の取得について 

第６６号議案 財産の取得について 

第６７号議案 財産の取得について 

第６８号議案 財産の取得について 

第６９号議案 財産の取得について 

第７０号議案 財産の取得について 

第７１号議案 財産の無償貸付けについて 
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第７２号議案 市道路線の認定及び廃止について 

第７３号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

第７４号議案 工事の請負契約の一部変更について 

第７５号議案 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る

契約の一部変更について 

第 ４号報告 令和 5 年度長崎市一般会計継続費繰越計算書 

第 ５号報告 令和 5 年度長崎市一般会計繰越明許費繰越計算書 

第 ６号報告 令和 5 年度長崎市土地取得特別会計繰越明許費繰越計算書 

第 ７号報告 令和５年度長崎市水道事業会計継続費繰越計算書 

第 ８号報告 令和５年度長崎市水道事業会計予算繰越計算書 

第 ９号報告 令和５年度長崎市下水道事業会計継続費繰越計算書 

第１０号報告 令和５年度長崎市下水道事業会計予算繰越計算書 

第１１号報告 専決処分について 

第１２号報告 専決処分について 

第１３号報告 専決処分について 

第１４号報告 専決処分について 

第１５号報告 専決処分について 

第１６号報告 専決処分について 

第１７号報告 専決処分の報告について 

第１８号報告 専決処分の報告について 

第１９号報告 専決処分の報告について 

 

（備考） 

 第５５号議案 発送遅延 

  第５６号議案から第５８号議案まで及び第４号報告から第１０号報告ま
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で 別冊 
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第５９号議案 

   令和６年３月３１日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定

に関する条例 

 （退隠料等の年額の改定） 

第１条 昭和３７年１１月３０日以前に退職し、若しくは死亡した職員又

はこれらの者の遺族に給する退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金（ 

 以下「退隠料等」という。）については、令和６年４月分以降、その年

額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する

別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、旧長崎市

給与金条例（大正１４年長崎市条例第３号）又は長崎市職員退職年金条

例（昭和３１年長崎市条例第３号。以下「条例」という。）の規定によ

って算出して得た年額に改定する。 

 （退隠料等の年額の改定の場合の端数計算） 

第２条 前条の規定により退隠料等の年額の改定をする場合において、当

該規定により算出して得た退隠料等の年額に、５０円未満の端数がある

ときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはこ

れを１００円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。 

 （退隠料等の年額の特例） 

第３条 条例附則第１２条の規定にかかわらず、退隠料等で次の表の左欄

の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分に該当するものの令和６年４

月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する

同表の右欄に掲げる額に満たないときは、同欄に掲げる額をもってその

年額とする。
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退 隠 料 等 
退隠料等の基礎在職年に算入 

されている実在職年の年数 
金  額 

６５歳以上の者に給する 

退隠料又は退職年金 

退隠料又は退職年金について 

の最短年金年限以上 

円 

1,163,300 

 

扶助料又は遺族年金 ・・同・・・・・・・上・・ 813,400 

（扶助料又は遺族年金の年額に係る加算の特例） 

第４条 扶助料又は遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号

のいずれかに該当する場合には、その扶助料又は遺族年金の年額に、当

該各号に掲げる額を加えるものとする。 

⑴ 扶養遺族である子（遺族年金を受ける妻によって生計を維持し、又

はこれと生計を共にする職員の子であって、１８歳未満のもの、１８

歳以上２０歳未満の重度障害のもの又は２０歳以上の重度障害のもの

で生活資料を得るみちのないもののうち、遺族年金を受ける要件を備

えているものをいう。）が２人以上ある場合 ２７3,９００円 

⑵ 扶養遺族である子（前号に規定する子に限る。）が１人ある場合 

１５6,４００円 

⑶ ６０歳以上である場合（前２号に該当する場合を除く。） １５6,

０００円 

２ 前項の規定は、その妻が職員又は職員であった者の死亡に係る次の各

号に掲げるものの支給を受けている間は、適用しないものとする。 

⑴ 恩給法（大正１２年法律第４８号）の規定による扶助料 

⑵ 都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金 

⑶ 他市の退職年金条例の規定による遺族年金（昭和３７年１２月１日
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の直前に当該市の退職年金条例の適用を受けていた職員に係る当該退

職年金条例の規定による遺族年金に限る。） 

第５条 扶助料又は遺族年金を受ける妻で、前条第１項各号のいずれかに

該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第２条第２項の規定によりその効力を有するものとされ

た同条第１項の規定による廃止前の通算年金通則法（昭和３６年法律第

１８１号）第３条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他

の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であ

って恩給法等の一部を改正する法律附則第１４条の２第１項の年金たる

給付等を定める政令（昭和５５年政令第２７６号）第１条各号に定める

もの（その全額を停止されている給付を除く。）の支給を受けることが

できるときは、その間、前条第１項の規定による加算は行わない。ただ

し、扶助料又は遺族年金の年額が８２万円に満たないときは、この限り

でない。 

２ 前項ただし書の場合において、当該扶助料又は遺族年金の年額に前条

第１項の規定による加算額を加えた額が８２万円を超えるときにおける

当該加算額は、８２万円から当該扶助料又は遺族年金の年額を控除した

額とする。 

 （職権改定） 

第６条 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の

請求を待たずに行う。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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別表（第１条関係） 

年額の計算の基

礎となっている

給料年額 

仮定給料年額 

年額の計算の基

礎となっている

給料年額 

仮定給料年額 

円 

1,703,100 

円 

1,749,100 

円 

2,938,000 

円 

3,017,300 

1,759,800 1,807,300 3,012,900 3,094,200 

1,817,200 1,866,300 3,090,900 3,174,400 

1,888,700 1,939,700 3,241,400 3,328,900 

1,933,900 1,986,100 3,393,000 3,484,600 

1,992,000 2,045,800 3,432,600 3,525,300 

2,048,700 2,104,000 3,557,900 3,654,000 

2,161,000 2,219,300 3,735,700 3,836,600 

2,191,200 2,250,400 3,911,900 4,017,500 

2,277,800 2,339,300 4,020,600 4,129,200 

2,392,800 2,457,400 4,126,700 4,238,100 

2,520,000 2,588,000 4,342,000 4,459,200 

2,584,900 2,654,700 4,552,800 4,675,700 

2,646,800 2,718,300 4,594,200 4,718,200 

2,735,200 2,809,100 4,758,000 4,886,500 

2,787,300 2,862,600   
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  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改

正する法律附則第１４条の２第１項の年金たる給付等を定める政令の一部

が改正され、文官等の普通恩給及び扶助料の年額、最低保障の年額並びに

寡婦加算の額が引き上げられたことに伴い、本市においても同様の措置を

講じたいので、この条例案を提出する。 
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第６０号議案 

   長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例 

（長崎市税条例の一部改正） 

第１条 長崎市税条例（昭和２５年長崎市条例第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２３条の８第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号中「第７

８条第３項」を「第７８条第２項第４号」に、「特定公益信託」を「公

益信託」に、「金銭」を「当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附

金」に、「又は長崎県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う

同項に規定する」を「の認可を受けた」に改める。 

  第３０条第１項第７号中「を除く」を「の」に改め、同条第２項ただ

し書中「前項第１号」を「市長が、同項第１号」に、「減免を」を「市

民税の減免を」に改め、「市長が」を削り、「場合」の次に「又は市民

税の減免を受けようとする者が同項第７号に該当することが明らかであ

り、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合」を加える。 

  第３３条の２中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

  第４５条第１項第４号中「を除く」を「の」に改め、同条第２項ただ

し書中「前項第１号」を「市長が、同項第１号」に、「減免を」を「固

定資産税の減免を」に改め、「市長が」を削り、「場合」の次に「又は

固定資産税の減免を受けようとする者が所有する固定資産が同項第３号

に該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があ

ると認める場合」を加える。 

  第６１条第１項第５号、第１０４条の４第７号及び第１０４条の９第

３号中「を除く」を「の」に改める。 
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  附則第８条の２中第１９項を第２１項とし、第１８項を第２０項とし、 

 同項の前に次の１項を加える。 

 １９ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

  附則第８条の２中第１７項を第１８項とし、第１２項から第１６項ま

でを１項ずつ繰り下げ、第１１項の次に次の１項を加える。 

 １２ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、１４分の１１とする。 

 （長崎市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 長崎市都市計画税条例（昭和３２年長崎市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

  附則中第２３項を第２４項とし、第２２項を第２３項とする。 

  附則第２１項の前の見出しを削り、同項を附則第２２項とし、同項の

前に見出しとして「（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して

課する都市計画税の特例に関する経過措置）」を付し、附則中第２０項

を第２１項とし、第１６項から第１９項までを１項ずつ繰り下げる。 

  附則第１５項の前の見出しを削り、同項を附則第１６項とし、同項の

前に見出しとして「（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して

課する都市計画税に関する経過措置）」を付し、附則中第１４項を第１

５項とし、第１３項を第１４項とする。 

  附則第１２項中「附則第４項及び第６項」を「附則第５項及び第７項

」に、「附則第４項及び第７項」を「附則第５項及び第８項」に、「附 

 則第５項、第７項及び第８項」を「附則第６項、第８項及び第９項」に、 

 「附則第７項から第９項まで」を「附則第８項から第１０項まで」に、

「附則第９項」を「附則第１０項」に、「附則第１０項」を「附則第１
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１項」に改め、同項を附則第１３項とする。 

  附則第１１項中「附則第９項」を「附則第１０項」に改め、同項を附

則第１２項とする。 

  附則第１０項の前の見出しを削り、同項を附則第１１項とし、同項の

前に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税

の特例）」を付し、附則中第９項を第１０項とする。 

  附則第８項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第

９項とする。 

  附則第７項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第

８項とする。 

  附則第６項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第

７項とし、附則中第５項を第６項とする。 

  附則第４項の前の見出しを削り、同項を附則第５項とし、同項の前に

見出しとして「（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度まで 

 の各年度分の都市計画税の特例）」を付し、附則中第３項を第４項とし、 

 同項の前に次の１項を加える。 

  （法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

 ３ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

⑴ 第１条の規定（長崎市税条例第２３条の８第１項及び第３３条の２

の改正規定を除く 。）、 第２条の規定、附則第３項の規定及び附則第
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４項の規定 公布の日 

⑵ 第１条の規定（長崎市税条例第３３条の２の改正規定に限る。） 

令和７年４月１日 

⑶ 前２号に掲げる規定以外の規定 公益信託に関する法律（令和６年

法律第３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条

第１項の規定の適用がある場合における第１条の規定による改正後の長

崎市税条例（以下「新市税条例」という。）第２３条の８第１項（第９

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「寄附金」と

あるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定に

より特定寄附金とみなされるものを含む 。）」 とする。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

３ 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関す

る部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和

５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

４ 別段の定めがあるものを除き、第２条の規定による改正後の長崎市都

市計画税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ

る。 

令和６年６月１３日提出 
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                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 地方税法等の一部が改正され、次に掲げる措置が講じられたこと等に伴

い、本市においても同様の措置を講じたいのと、関係条文の整理をする必 

要があるのと、災害に伴う市民税等の減免申請に係る手続を定めたいのと、 

その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 

１ 新たな公益信託制度の創設に伴う個人の市民税の寄附金税額控除の見

直し 

２ 一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産税・都市計画税の課税標

準の特例措置の見直し 

３ 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置

の見直し 
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第６１号議案 

長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例及び長崎市債権管理

条例の一部を改正する条例 

 （長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例の一部改正） 

第１条 長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例（昭和３９年長崎

市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の１項を加える。 

３ 延滞金を徴収する場合において、その徴収した金額が当該延滞金の

額の計算の基礎となる債権の額に達するまでは、債務者との合意によ

り、その徴収した金額は、まず当該計算の基礎となる債権に充てるも

のとする。 

 （長崎市債権管理条例の一部改正） 

第２条 長崎市債権管理条例（令和３年長崎市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条中第３項を第４項とし、同項の前に次の１項を加える。 

３ 遅延損害金を徴収する場合において、その徴収した金額が当該遅延

損害金の額の計算の基礎となる債権の額に達するまでは、債務者との

合意により、その徴収した金額は、まず当該計算の基礎となる債権に

充てるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

本市の債権の適正な管理を図るため、徴収する債権の充当に係る手続を

定めたいので、この条例案を提出する。 
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第６２号議案 

長崎市民会館条例の一部を改正する条例 

 長崎市民会館条例（平成２７年長崎市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１第２号の表第１会議室の項及び第２会議室の項を削り、同表第

３会議室の項中「第３会議室」を「第１会議室」に改め、同表第４会議室

の項中「第４会議室」を「第２会議室」に改め、同表第５会議室の項中「

第５会議室」を「第３会議室」に改め、同表第６会議室の項中「第６会議

室」を「第４会議室」に改め、同表第７会議室の項中「第７会議室」を「

第５会議室」に改め、同表第８会議室の項中「第８会議室」を「第６会議

室」に改め、同表第９会議室の項中「第９会議室」を「第７会議室」に改 

め、同表第１０会議室の項中「第１０会議室」を「第８会議室」に改める。 

 別表第３第１研修室の項を次のように改める。

第１研修室 

 
３時間
未満の
場合あ 

円
１時間
につき 
265 

 
４時間
未満の
場合あ 

円
１時間
につき 
264 

 
３時間
未満の
場合あ 

円
１時間
につき 
352 

 円
 
 
 

1,854 

 円
 
 
 

2,116 

 円
 
 
 

2,912 

３時間
の場合 

796 
４時間
の場合 

1,058 
３時間
の場合 

1,058 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の 

規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市民会館条例（以下「新条例」という。）別表第３の規 

定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係 
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る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、

なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 新条例別表第１第２号に規定する第１会議室から第８会議室まで及び 

別表第３に規定する第１研修室を利用させるために必要な手続その他の

行為は、施行日前においても行うことができる。 

  令和６年６月１３日提出 

  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 不登校生徒の多様な教育機会を確保するための学びの場の整備に向け、

文化ホールの第１会議室及び第２会議室を廃止するとともに同文化ホール

の会議室の名称を変更したいのと、中央公民館の第１研修室の利用に係る

時間毎の利用料金の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出す

る。 
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第６３号議案 

長崎県後期高齢者医療広域連合の規約の変更に関する協議について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に

基づき、長崎県後期高齢者医療広域連合の規約を別紙のとおり変更するこ

とについて、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬

市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、西彼杵郡長与町、同郡

時津町、東彼杵郡東彼杵町、同郡川棚町、同郡波佐見町、北松浦郡小値賀

町、同郡佐々町及び南松浦郡新上五島町と協議するものとする。 

  令和６年６月１３日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴い、長崎県後期高齢者医療広域連合

の規約の変更について、関係市町と協議をしたいが、この協議については、

地方自治法第２９１条の１１の規定により議会の議決を経る必要があるの

で、この議案を提出する。 
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「別 紙」 

長崎県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

長崎県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更する。 

別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 変更後の長崎県後期高齢者医療広域連合規約別表第１の規定は、令和

６年１２月２日以後の市町において行う事務について適用し、令和６年

１２月１日以前の市町において行う事務については、なお従前の例によ

る。 
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「参 考」 

   長崎県後期高齢者医療広域連合規約 

 （広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、長崎県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連

合」という。）という。 

 （広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、長崎県内の全市町をもって組織する。 

 （広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、長崎県の区域とする。 

 （広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）に規定する後期高齢者

医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、別表第１

に定める事務については市町において行う。 

⑴ 被保険者の資格の管理に関する事務 

⑵ 医療給付に関する事務 

⑶ 保険料の賦課に関する事務 

⑷ 保健事業に関する事務 

⑸ その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

 （広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２８４条第３項の広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲

げる事項について記載するものとする。 

 ⑴ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び市町が行う事務
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に関すること。 

 ⑵ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

 （広域連合の事務所） 

第６条 広域連合の事務所は、長崎市内に置く。 

 （広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数

は、２７人とする。 

 （広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員の選挙に当たっては、各市町の議会において、当該

議会の議員のうちから選挙する。 

２ 各市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。 

⑴ 長崎市  ４人 

⑵ 佐世保市 ３人 

⑶ 諫早市  ２人 

⑷ 前３号に掲げる以外の市町 １人 

３ 各市町の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の規定

を準用する。 

 （広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、当該市町の議会の議員としての任期によ

る。 

２ 広域連合議員が当該市町の議員でなくなったときは、同時にその職を

失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じ

たときは、第８条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならな

い。 
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 （広域連合の議会の議長及び副議長） 

第１０条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１

人を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

 （広域連合の執行機関の組織） 

第１１条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長２人及び会計管理者を

置く。 

２ 広域連合長、副広域連合長及び会計管理者は、広域連合議員と兼ねる

ことができない。 

 （補助職員） 

第１２条 前条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。 

 （広域連合の執行機関の選任の方法） 

第１３条 広域連合長は、各市町の長のうちから、各市町の長が投票によ

りこれを選挙する。 

２ 前項の規定による選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。 

ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めること

ができる。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、市町の

長のうちから選任する。 

５ 会計管理者は、広域連合長が前条の職員のうちから任命する。 

 （広域連合の執行機関の任期） 

第１４条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、４年とする。ただし、 

当該市町の長でなくなったときは、同時にその職を失う。 

 （選挙管理委員会） 
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第１５条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、広域連合の区域内の市町の選挙権を有する者で、人

格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広

域連合の議会においてこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

 （監査委員） 

第１６条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高

潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し

優れた識見を有する者（次項において「識見を有する者」という。）及

び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあって

は４年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合

議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務

を行うことを妨げない。 

 （広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

 ⑴ 市町の負担金 

 ⑵ 事業収入 

 ⑶ 国及び長崎県の支出金 

 ⑷ その他 

２ 前項第１号に規定する市町の負担金の額は、別表第２により、広域連

合の予算において定めるものとする。 

 （補則） 
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第１８条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、長崎県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第

１１条及び第１３条中、会計管理者に関する規定は、平成１９年４月１

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２０年３月３１日までの間は、広域連合は、第４条に規定する事

務の準備行為を行うものとする。 

   附 則 

 この規約は、平成２２年３月３１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

１ この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３

第３項の規定による協議が調った日から施行する。 

（経過措置） 

２ 変更後の長崎県後期高齢者医療広域連合規約別表第２備考２の規定は、 

平成２５年度以後の共通経費の高齢者人口割について適用し、平成２４

年度以前の共通経費の高齢者人口割については、なお従前の例による。 
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別表第１（第４条関係） 

区  分 市町において行う事務 
 

１ 被保険者の資格の管理に関 

する事務 

 ⑴ 申請及び届出の受付 

 ⑵ 被保険者証及び資格証明書の引 

渡し 

 ⑶ 被保険者証及び資格証明書の返 

還の受付 

 ⑷ 上記事務に付随する事務 

２ 医療給付に関する事務  ⑴ 医療給付に関する申請及び届出 

の受付並びに証明書の引渡し 

 ⑵ 上記事務に付随する事務 

３ 保険料の賦課に関する事務  ⑴ 保険料に関する申請の受付 

 ⑵ 上記事務に付随する事務 
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別表第２（第１７条関係）             

区  分 負担割合 

 共通経費  均等割           １０％ 

 高齢者人口割        ５０％ 

 人口割           ４０％ 

 医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第９８条に定める市 

町の一般会計において負担すべき額 

 保険料その他の納付金 高齢者医療確保法第１０５条に定める 

市町が納付すべき額 

市町が徴収した保険料等の実額及び低 

所得者等の保険料軽減額相当額 

備考 

１ 人口割については、直近の国勢調査人口による。  

２ 高齢者人口割については、前年度の９月末現在の住民基本台帳に

基づく満７５歳以上の人口及び高齢者医療確保法第５０条第１項

第２号に規定する６５歳以上７５歳未満で障害の状態にある旨の

認定を受けた者の人口による。 
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「参 照」 

地方自治法 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し 

若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入

するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の

許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第６号若しくは第９

号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連合が

新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）に

おける当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、

この限りでない。 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、 

前条第１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議

については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

－ 28 －



第６４号議案 

訴えの提起について 

長崎市は、次により土地の貸付料及び遅延損害金の支払を求めるため、

訴えを提起する。 

１ 原告 

長崎市 

代表者 長崎市長  鈴 木 史 朗 

２ 被告 

長崎市平和町３番１５号 

社会福祉法人長崎ボランティア協会 

 代表者 理事長  吉 富 博 久 

３ 請求の趣旨 

⑴ 被告は、原告に対し、金9,６８8,５２４円及びうち金2,４２2,１３

１円に対する令和４年３月１２日から、うち金2,４２2,１３１円に対

する令和４年１１月１５日から、うち金2,４２2,１３１円に対する令

和５年６月３日から、うち金2,４２2,１３１円に対する令和６年５月

３日から各支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

⑵ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

⑶ 仮執行宣言 

４ 訴訟遂行の方針 

付随請求、裁判上の和解、上訴その他本件処理に関する事項は、市長

に一任するものとする。 

令和６年６月１３日提出 
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                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 土地の貸付料及び遅延損害金の支払を求めるため、訴えを提起したいが、

この訴えの提起については、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に 

より議会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 照」 

   地方自治法 

第９６条第１項（抜粋） 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を

議決しなければならない。 

 ⑿ 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、 

訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴

訟法第３条第２項に規定する処分又は同条第３項に規定する裁決をい

う。以下この号、第１０５条の２、第１９２条及び第１９９条の３第

３項において同じ。）に係る同法第１１条第１項（同法第３８条第１

項（同法第４３条第２項において準用する場合を含む。）又は同法第

４３条第１項において準用する場合を含む。）の規定による普通地方

公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第１０５条の２、第１９２

条及び第１９９条の３第３項において「普通地方公共団体を被告とす

る訴訟」という。）に係るものを除く 。）、 和解（普通地方公共団体

の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に

係るものを除く 。）、 あっせん、調停及び仲裁に関すること。 
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第６５号議案 

財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名      称 数 量 

機械式ごみ収集車 ２ 台 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

   理 由 

一般廃棄物の収集及び運搬を効果的に行うため、機械式ごみ収集車を購

入したいが、この財産の購入については、その予定価格が2,０００万円以

上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す 

る条例第３条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

機械式ごみ収集車の概要 

１ 構 造 

⑴ 車 両 総 重 量  約7,０００キログラム 

⑵ ホイールベース  約2.５２メートル 

⑶ 乗 車 定 員  ３人 

⑷ 最 大 積 載 量  約2,７００キログラム 

２ 主要装備品 

 ⑴ 圧縮装置  一式 

 ⑵ 運搬容器  １ 
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,０００万円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件5,

０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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第６６号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名 称 数 量 

イノシシ等侵入防止柵 一  式 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 農業被害及び生活環境被害の軽減を図るため、イノシシ等侵入防止柵を

購入したいが、この財産の購入については、その予定価格が2,０００万円

以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出す

る。 
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「参 考」 

   イノシシ等侵入防止柵の概要 

１ ワイヤーメッシュ柵  ２4,０４０枚 

２ 支 柱 （ 異 形 棒 鋼 ）  6,０００本 

３ ア ン カ ー  6,０００本 

４ 結 束 線  ３０キログラム 
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第６７号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名      称 数 量 

高規格救急自動車 ２ 台 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 救急活動を効果的に行うため、高規格救急自動車を購入したいが、この

財産の購入については、その予定価格が2,０００万円以上であるため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により議会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   高規格救急自動車の概要 

１ 構 造 

 ⑴ 車 両 総 重 量  約3,２００キログラム 

 ⑵ ホイールベース  約2.９４メートル 

 ⑶ 乗 車 定 員  ７人 

 ⑷ 駆 動 方 式  四輪駆動式 

２ 積載資器材 

 ⑴ 保温・搬送用資器材  一式 

 ⑵ 救 出 用 資 器 材  一式 

 ⑶ そ の 他 資 器 材  一式 
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第６８号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名         称 数 量 

高度救命処置用資機材等 ２ 式 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 救急活動を効果的に行うため、高度救命処置用資機材等を購入したいが、 

この財産の購入については、その予定価格が2,０００万円以上であるため、 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により議会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   高度救命処置用資機材等の概要 

１ 心電計一体型除細動器  一式 

２ 血中酸素飽和度測定器  一式 

３ 自動式心マッサージ器  一式 

４ 電 動 式 吸 引 器  一式 

５ 自 動 式 人 工 呼 吸 器  一式 

６ そ の 他 資 機 材  一式 
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第６９号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

 名        称  数 量 

講座用ノートパソコン ９０台 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 公民館講座受講者の利便性の向上を図るため、講座用ノートパソコンを

購入したいが、この財産の購入については、その予定価格が2,０００万円

以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出す

る。
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「参 考」 

   講座用ノートパソコンの概要 

１ Ｏ  Ｓ  Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏ 

２ Ｃ Ｐ Ｕ  インテル Ｃｏｒｅ ｉ３ 4.４ＧＨｚ 

３ メインメモリ  ８ＧＢ 

４ ス ト レ ー ジ  ＳＳＤ ２５６ＧＢ 
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第７０号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

 名 称  数 量 

学習者用タッチパネル式ノート型パソコン ４５６台 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 ＧＩＧＡスクール構想に則する小中学校のＩＣＴ環境を維持するため、

学習者用タッチパネル式ノート型パソコンを購入したいが、この財産の購

入については、その予定価格が2,０００万円以上であるため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により

議会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   学習者用タッチパネル式ノート型パソコンの概要 

１ Ｏ Ｓ  Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳ 

２ Ｃ Ｐ Ｕ  インテル Ｃｅｌｅｒｏｎ 1.１ＧＨｚ 

３ メインメモリ  ４ＧＢ 

４ ｅ Ｍ Ｍ Ｃ  ３２ＧＢ 

５ 通 信 機 能  Ｗｉ - Ｆｉ 
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第７１号議案 

   財産の無償貸付けについて 

 次のとおり財産を無償で貸し付けるものとする。 

１ 貸し付ける財産 

 ⑴ 土地

 所  在   地 番  地 目  面       積  

長崎市高島町

字東尾浜１１ 

２７０６番

３３ 
宅 地 

3,１６9.４０平方メート

ル 
同 

２７０６番

３４ 

 ⑵ 建物 

 所  在   構             造   面    積  備 考 

長崎市高島町

字東尾浜２７

０６番地３３

３４ 

鉄筋コンクリート造カ

ラー鉄板瓦棒ぶき２階

建 

平方メートル 
 

1,４５1.３９ 

旧老人

福祉施

設１１ 

長崎市高島町

字東尾浜２７

０６番地３３ 

鉄筋コンクリート造平

家建１１１１１１１１ 
５3.３０ 

旧機械

室１１ 

同 同 7.１６ 同 

 ⑶ その他 土地及び建物に附属する設備及び工作物 

２ 貸付けの目的 

水産科学に関する教育及び研究に資する事業の用に供するため 

３ 貸付けの相手方 

長崎市文教町１番１４号 

、 
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国立大学法人長崎大学 

学長  永 安   武 

４ 貸付期間 

議会の議決を得た日から令和１５年３月３１日まで 

  令和６年６月１３日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

  理 由 

 前記のとおり財産を無償で貸し付けたいが、この財産の無償貸付けにつ

いては、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を要す

るので、この議案を提出する。

－ 46 －



「参 考」 

 貸 付 予 定 財 産 位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｎ 

貸付予定財産

高島地域

センター 

県道高島線

海 

南 消 防 署 

高島出張所 

市営仲山 

住  宅 

市営尾浜 

住  宅 

高島ふれあい

セ ン タ ー 
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「参 照」 

地方自治法 

第９６条第１項（抜粋） 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を 

議決しなければならない。 

⑹ 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若 

しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、 

若しくは貸し付けること。 
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第７２号議案 

市道路線の認定及び廃止について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項及び第１０条第１項

の規定により、次のとおり市道路線を認定し、及び廃止するものとする。 

１  認定路線

 

 
路   線   名 

起     点 重 要 な 

 終     点 経 過 地 

 
 三重町三京町１号線 

長崎市三重町 
 

 長崎市三京町 

 

２ 廃止路線 

 

 
路   線   名 

起     点 重 要 な 

 終     点 経 過 地 

 
三重町２２号線 

長崎市三重町 
 

 

 
長崎市三重町 

 
東町４４号線 

長崎市東町 
 

 長崎市東町 

令和６年６月１３日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

  理 由 

道路の移管等に伴い、前記のとおり市道路線を認定し、及び廃止したい

が、この認定及び廃止については、道路法第８条第２項及び第１０条第３ 
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項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提出する。
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「参 考」

市 道 路 線 認 定 廃 止 図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番 号 路 線 名 備 考 

 

① 
 

三重町三京町１号線  

番号 

認 定 
 

 

② 
 

三 重 町 ２ ２ 号 線 

番号 

廃 止 
 

三重中継 

ポンプ場 

（１） 

Ｎ 

三重川 

国道２０２号 

東 上
バス停 

三重町 

路 線 名 対 照 

三京町 

三京中央 

公  園 

三
京
西
公
園
 

① 

① 

② 

② 

認 定 路 線 

 
廃 止 路 線 

 
既 認 定 路 線 

 
国 道 等 

 
河 川 等 

 

凡  例 
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① 

① 

「参 考」

市 道 路 線 廃 止 図 

 

  

番 号 路 線 名 備 考 

 

① 
 

東 町 ４ ４ 号 線  

番号 

廃 止 
 

（２） 

Ｎ 

八郎川 

九州横断自動車道 

彩が丘入口 
バ ス 停 

廃 止 路 線 

 
既 認 定 路 線 

 
国 道 

 
河 川 等 

路 線 名 対 照 

凡  例 

平間町 

東町 
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「参 照」 

     道路法 

第８条第１項 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道

路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 

第８条第２項 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合 

においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

第１０条第１項 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道

について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合におい

ては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複す

る場合においても、同様とする。 

第１０条第３項 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の

規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第８条第２項か

ら第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の路線の廃

止又は変更について、それぞれ準用する。 
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第７３号議案 

あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により

本市内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定

により町の区域を次のとおり変更する。 

 

 あ ら た に 生 じ た 土 地 
編入する町 

位       置 面    積 

長崎市深堀町５丁目７１８番１及

び７２１番地先 

平方メートル 

 ５３6.１８ 

深堀町５丁目 

長崎市深堀町５丁目７２１番地先 3,３８7.４２ 

令和６年６月１３日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

理 由 

前記の土地は、本市の区域内にあらたに生じた土地として確認する必要

があるのと、この確認に伴い町の区域を変更する必要があるため、議会の

議決を経たいので、この議案を提出する。
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「参 考」 

  

土  地 面     積 設置者 用  途 

設  置 

 

年 月 日 

土 地 

 

番 号 

深堀町５

丁目に編

入する土

地 

平方メートル 
 

５３6.１８ 長崎県 

港湾施設

用地 
46. 6.17 

① 

3,３８7.４２ 

国土交 

通省九 

州地方 

整備局 

② 
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Ｎ  
位 置 図 

「参 考」 

香焼町 

深堀町５丁目 

深
堀
公
園
 

海 

主要地方道 
香焼江川線  

あらたに生じた土地 

深 堀 

バス停 

深
堀
体
育
館
 

② 

① 

大浦警察署 
深堀町交番 

深堀町３丁目 
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「参 照」 

地方自治法 

第９条の５第１項 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町

村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事

に届け出なければならない。 

第２６０条第１項 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、 

 市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止 

し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするとき

は、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 
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第７４号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

 令和６年３月１５日に議会の議決を得て締結した西町小学校改築主体工

事の請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

３ 契約の金額 1,８９3,９６6,８００円 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 西町小学校改築主体工事の請負契約については、労務単価が著しく上昇

したため、契約の金額を変更する必要があるので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

                    （令和６年３月１５日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 西町小学校改築主体工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 1,８６5,４７4,６００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和７年８月６日まで 

５ 相 手 方 森美工務店・長崎土建・長崎大建特定建設工事共同企業 

        体 

代表者 長崎市勝山町２６番地９ 

株式会社森美工務店 

代 表 取 締 役  安 達 健 蔵 

長崎市出島町４番２号 

株式会社長崎土建工業所 

代表取締役社長  上 山 信 宏 

長崎市田中町５８６番地１０ 

株式会社長崎大建 

代 表 取 締 役  林 田 和 雄 
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第７５号議案 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の一

部変更について 

 令和２年３月１３日に議会の議決を得て締結した（仮称）長崎市三重学

校給食センター整備運営事業に係る契約の一部を次のとおり変更するもの

とする。 

３ 契約の金額 １0,００8,９１3,００５円（金利変更、物価変動及び食

数変動により改定された場合は、改定後の額） 

  令和６年６月１３日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業の実施契約について

は、当該事業における給食の対象校を追加することに伴い、契約の金額を

変更する必要があるので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

 （令和２年３月１３日議決） 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の締

結について 

 次のとおり契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業の実 

        施 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約の金額 9,４２3,２０4,８８４円（金利変更、物価変動及び食数

変動により改定された場合は、改定後の額） 

４ 契約の期間 議会の議決を得た日から令和１８年７月３１日まで 

５ 相 手 方 長崎市興善町２番８号 

        株式会社長崎学校給食サービス 

        代表取締役  山 本 德 憲 
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